
三
月
九
日
、
新
潟
県
労
働
局
や
北
陸

信
越
運
輸
局
へ
Ｊ
Ｒ
不
採
用
事
件
に
つ
い

て
要
請
行
動
を
展
開
し
ま
し
た
。
①
Ｉ
Ｌ

Ｏ
第
七
次
勧
告
の
『
援
助
』
を
受
け
入
れ

る
こ
と
②
具
体
的
な
解
決
を
図
る
た
め
の

交
渉
テ
ー
ブ
ル
の
設
置
に
つ
い
て
、
関
係

機
関
に
働
き
か
け
を
要
請
し
ま
し
た
。

要
請
団
は
、
県
労
連
・
山
崎
議
長
、
建

交
労
・
杉
崎
委
員
長
、
国
労
新
潟
地
本
・

守
橋
委
員
長
、
国
労
新
潟
支
部
・
井
上

副
委
員
長
、
函
館
闘
争
団
・
坂
野
団
員
、

国
労
新
潟
地
本
・
藤
井
執
行
委
員
の
六

名

で
し
た
。

新
潟
県
労
働
局
は
総
務
部
・
土
屋
企
画

室
長
他
一
名
・
北
陸
信
越
運
輸
局
は
木
村

調
整
官
他
一
名
が
対
応
し
ま
し
た
。

新
潟
県
労
働
局
の
総
務
部
・
土
屋
企
画

室
長
は
『
直
接
的
に
は
労
働
局
と
し
て
対

応
で
き
な
い
。
具
体
的
な
コ
メ
ン
ト
は
で

き
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
内
容
で
の
要
請

が
あ
っ
た
こ
と
は
、
上
の
方
へ
は
伝
え
る
』

と
回
答
し
ま
し
た
。

北
陸
信
越
運
輸
局
の
木
村
調
整
官
は

『
不
採
用
事
件
に
つ
い

て
、
要
請
が
あ
っ
た
こ

と
を
上
申
す
る
。
中
央

レ
ベ
ル
で
の
内
容
だ
が

上
申
し
た
い
。
個
人
的

に
解
決
し
て
も
ら
い
た
い
。
な
ぜ
、
こ
の

情
況
で
進
ま
な
い
の
か
。
引
き
続
き
上
申

す
る
』
と
回
答
し
ま
し
た
。

新
潟
県
労
働
局
へ
の
要
請
は
、
今
回
初

め
て
で
し
た
が
、
前
向
き
な
回
答
で
し
た
。

北
陸
信
越
運
輸
局
は
毎
年
、
要
請
を
行

な
っ
て
い
ま
す
の
で
対
応
は
今
回
も
良
か
っ

た
で
し
た
。
個
人
的
な
見
解
も
話
し
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。

中
央
へ
の
上
申
を

県
労
連
・
山
崎
議
長

山
崎
議
長
は
『
あ
た
り
ま
え
な
事
を
言

う
人
を
解
雇
。
言
う
こ
と
を
聞
く
人
を
採

用
し
て
い
る
実
態
だ
。
こ
れ
が
Ｊ
Ｒ
の
事

故
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
原
因
に
な
っ
て

い
る
の
で
は
〜
。
労
働
者
の
置
か
れ
て
い

る
立
場
を
理
解
し
て
欲
し
い
。
さ
さ
え
る

立
場
で
、
力
を
発
信
し
て
欲
し
い
。
強
力

な
要
請
・
中
央
へ
の
上
申
を
要
請
し
た
い
』

と
訴
え
ま
し
た
。

建
交
労
・杉
崎
委
員
長

杉
崎
委
員
長
は
『三
年
前
か
ら
国
交
省
へ

全
動
労
・
国
労
と
一
緒
に
要
請
し
て
い
る
。

現
在
は
、
全
体
が
大
同
団
結
。
こ
の
実
態
を

理
解
し
て
欲
し
い
。
上
申
を
、
現
状
を
伝
え

て
欲
し
い
。
強
力
な
ア
ピ
ー
ル
を
』。

『国鉄新潟』 国鉄労働組合 新潟地方本部 新潟市幸西１丁目１番１４号 025－244－1284 2007年3月20日

ＮＯ。５９５

発 行

07・3月20日

国鉄労働組合

新潟地方本部

発行責任者

守橋久仁雄

編集責任者

教 宣 部

国
鉄
新
潟みんなが元気なうちに解決を

全体がひとつにまとまった。4者・4団体。国交

省はひとつになったとの認識をしているのでは～

しかし対応が悪い。国交省は解決していると判断。

20年が経過～国鉄闘争をわからない人が増えてい

る。国労闘争団で37名が亡くなった。全体で42名。

みんなが元気なうちに解決していく。ひとりでも

多くの仲間が働ける環境をつくって欲しい。地方

からの力を、中央へ結集させていく。何としても

解決を。

地本・守橋委員長

ＪＲ不採用事件は4月で20年に達する。解決され

ない不幸な情況。20年を超えさせない～解決させ

る決意。

中央へ①すべての国会議員への要請②関係省庁。

内閣府への要請③解決に向けての3本柱への要請。

大同団結して一致して要請・運動を展開。ＩＬＯ

７次勧告は、長期化した争議に対して援助したい。

という内容。政府はこの事態を受け止めＩＬＯ勧

告を受け入れるべきだ。①交渉の具体的な作業を

進めるため交渉テーブルの設置を早急につくる。

具体的な協議の場をつくる。②政府が先頭に立っ

て早急に解決すること。 この２点について要請

する。



三
月
十
日
十

時
よ
り
、
新
潟

市
「ト
ー
ク
イ
ン

新
潟
」
で
地
本

学
習
会
を
開
催

し
ま
し
た
。
講

師
に
は
合
同
法

律
事
務
所
の
小

淵
弁
護
士
か
ら

『
労
働
法
制
の

改
悪
は
何
を
も

た
ら
す
か
』
に
つ

い
て
、
約
一
時

間
、
講
演
し
て

い
た
だ
き
ま
し

た
。

●
憲
法
が

お
お
も
と

労
働
法
は
非

常
に
わ
か
り
に

く
い
。
〜
だ
か

ら
統
一
し
て
し
ま
お
う
と
し
て

い
る
、
使
用
者
側
に
有
利
な
状

況
に
さ
せ
る
。
労
働
法
は
、
憲

法
が
お
お
も
と
に
な
る
。
労
働

基
準
法
・最
低
賃
金
法
等
は
具

体
化
し
て
あ
る
内
容
。

●
階
級
社
会
〜

あ
く
ま
で
イ
メ
ー
ジ

正
社
員
は
〜
２
／
３
非
正
社
員
〜
１
／
３

以
下
（パ
ー
ト
・契
約
社
員
・
派
遣
社
員
《偽

装
》請
負
）。

正
社
員
〜
退
職
し
た
後
、
再
び
正
社
員

に
な
る
こ
と
が
厳
し
い
。
労
働
力
の
流
動
化

は
固
定
化
さ
れ
て
い
る
現
状
。
正
社
員
は

長
時
間
労
働
↓
過
労
死
・自
殺
へ
。
非
正
社

員
は
環
境
が
整
っ
て
い
な
い
。
ワ
ー
キ
ン
グ

プ
ア
↓
低
賃
金
・収
入
が
低
い
。
賃
金
格
差

と
労
働
条
件
の
悪
化
。

●
偽
装
請
負
＝
派
遣
社
員

派
遣
社
員
は
社
員
で
は
な
い
・
負
担
が
大

き
い
。
地
位
＝
派
遣
元
会
社
か
ら
賃
金
を

も
ら
う
。
派
遣
会
社
か
ら
指
揮
命
令
に
従

う
。個

人
請
負
＝
自
営
業
者
・指
揮
命
令
は
無

い
。
自
動
車
・ハ
イ
テ
ク
関
係
↓
工
場
・そ
の

中
の
指
揮
命
令
系
統
。
偽
装
請
負
は
自
営

と
同
じ
条
件
に
な
っ
て
い
る
。
や
っ
て
い
る
仕

事
は
派
遣
だ
が
、
実
際
は
自
営
と
同
じ
。
社

会
保
険
は
自
己
負
担
・労
災
発
生
時
に
つ
い

て
も
個
人
で
対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

●
派
遣
社
員
の
条
件

ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア

派
遣
社
員
の
条
件
〜
正
社
員
と
重
な
ら

な
か
っ
た
が
、
現
在
は
拡
大
し
て
い
る
（
業

務
内
容
）
。
平
成
十
一
年
で
い
っ
き
に
拡
大

さ
れ
た
。
賃
金
ダ
ウ
ン
＝
派
遣
会
社
の
社

員
が
多
く
な
っ
た
。
要
求
が
改
善
さ
れ
な
い
。

正
社
員
は
職
域
を
侵
さ
せ
な
い
。
派
遣
社

員
は
職
域
が
拡
大
・正
社
員
と
重
な
る
。
労

働
環
境
の
悪
化
。
労
働
条
件
の
悪
化
〜
多

く
の
業
種
。
正
社
員
と
派
遣
社
員
と
競
争

さ
せ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
賃
金
ダ
ウ
ン
に
つ

な
が
る
。
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
＝
働
い
て
も
収

入
が
無
い
。
フ
リ
ー
タ
ー
・年
齢
の
問
題
・正

規
雇
用
が
増
え
な
い
。
新
採
は
増
員
す
る

が
そ
う
で
無
い
人
（
年
齢
）
正
社
員
に
な
れ

な
い
。
ネ
ッ
ト
カ
フ
ェ
出
勤
〜
家
賃
が
払
え

な
い
・日
雇
い
者
。

●
い
っ
た
ん
辞
め
る
と

戻
れ
る
保
障
が
無
い

正
社
員
〜
い
っ
た
ん
辞
め
る
と
正
社
員
に

戻
れ
る
保
障
が
無
い
。
派
遣
社
員
に
な
っ
て

し
ま
う
と
、
正
社
員
に
戻
れ
な
い
の
で
長
時

間
労
働
を
や
っ
て
し
ま
う
。
身
分
の
固
定
化

派
遣
社
員
と
そ
の
他
社
員
は
正
社
員
の
道

が
厳
し
い
。

●
家
族
が
企
業
を
支
え
て
い
る

フ
リ
ー
タ
ー
・
偽
装
社
員
・
派
遣
社
員
〜

使
用
者
に
安
く
使
わ
れ
て
い
る
。
家
賃
が

払
え
ず
親
に
依
存
。
家
族
が
企
業
を
支
え

て
い
る
。
企
業
が
安
い
賃
金
を
払
っ
て
い
る

た
め
親
・
家
族
が
足
り
な
い
部
分
を
補
っ
て

い
る
。
親
・
家
族
の
収
入
が
無
く
な
っ
た
り

す
る
と
生
活
が
成
り
立
た
な
い
。

格
差
が
子
供
へ
つ
な
が
っ
て
い
く
。
親
の
収

入
が
影
響
〜
子
供
の
将
来
の
選
択
肢
が
決

ま
る
。

●
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー

バ
ブ
ル
の
崩
壊
〜
人
件
費
の
削
減
・
労
働

条
件
＝
規
制
緩
和
。
正
社
員
が
減
・非
正
社

員
が
増
え
た
。

現
在
〜
正
社
員
が
タ
ー
ゲ
ッ
ト
・
労
働
規

制
を
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
雇
用
条
件
＝
ホ

ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
・
残
業
０
法
案
。
労
働
時
間

の
規
制
を
無
く
す
制
度
。
対
象
者
＝
管
理

者
の
一
歩
手
前
。
使
用
者
の
勝
手
な
考
え

方
で
選
別
さ
れ
る
。
政
令
で
定
め
る
。
労
働

時
間
・休
み
・賃
金
＝
使
用
者
は
問
わ
れ
な

い
。
解
雇
＝
金
銭
解
決
。
使
用
者
側
も
申
し

立
て
を
認
め
る
。
金
を
払
え
ば
解
雇
が
正

当
化
さ
れ
る
。

労
働
契
約
法
〜
労
使
の
力
関
係
で
、
自

由
な
合
意
が
で
き
る
か
ど
う
か
。
勤
務
条

件
の
白
紙
＝
カ
タ
チ
だ
け
の
書
面
の
作
成
。

就
業
規
則
が
使
用
者
側
の
一
方
的
な
内
容

に
な
る
。
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小淵弁護士

①労働基準法が守られていない（サービス

残業）労働基準法を遵守させる。②罰則の強

化＝課徴金の導入。③慰謝料・罰則金～これ

を導入する。現在は低額に抑えられている。

会社と争う＝雇用の問題へ発展～高額な慰謝

料の制度が無いと争えない。④休息期間の下

限～休憩時間を最低取りなさいという制度。

規制をつくる。⑤国際的な枠組み～ルールを

つくり、その範囲以内を非人間的な生活をさ

せないルールをつくる。

24Ｈ～8H・労働 8H・休息 8H・趣味、余

暇。正社員は長時間労働・非正社員は現代の

奴隷状況。労働基準法が生かされていない状

況の中で、労働法制が改悪になった場合、厳

しい実態になる。正社員になれない世の中に

なるのでは～。


